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研究成果の概要： 

  本研究では、近時、日本の判例において詐欺罪の成立時期の早期化傾向が指摘されている

ことから、ドイツの現行詐欺罪規定の解釈論・判例の動向を手がかりに、日本の詐欺罪規定

が採るべき今後の方向性を検討した。ドイツでは、日本の詐欺罪とほぼ同様の規定の他に、

場面を限定して危険犯構成の規定を新設することで、処罰の早期化に踏み出している。他方、

日本では、詐欺罪のいわば前段階構成要件に当たる特別刑法上の規定が存在することから、

これらとの関係も踏まえて詐欺罪規定が果たす役割の範囲を明確にすることが求められる。 
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１．研究開始当初の背景 

 

近時、判例における詐欺罪の成立時期の

早期化傾向が指摘されている。とりわけ、

いわゆる悪徳商法の事案においては、消費

者保護・被害者保護の観点から、欺罔行為

をより早い段階で認める判決も出されて

いる。もっとも、学説においても既に意識

的に論じられてきているように、一般的に

は、詐欺罪の成立範囲の拡大が必ずしも望

ましいわけではない。なぜなら、詐欺罪・

詐欺的行為は、主として取引の場において

行なわれるものであり、経済取引に対する

刑事規制の強化は、自由な経済活動を阻害
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しかねないという側面も有しているから

である。詐欺罪規定は、財産犯規定の中で

も特に、「自由な経済活動と消費者保護・

被害者保護とのせめぎあい」の中にあると

いえ、詐欺罪の成立範囲の適切な限定付け

を行なうことの必要性は極めて高い。 

詐欺罪の保護法益であるとされてきた

「財産」についての従来の議論は、ともす

れば、物質的側面によって把握するための

基準の追究にのみ重点がおかれがちだっ

た。しかし、詐欺罪は欺罔により錯誤に陥

った被害者が自らの財産を交付するとい

う形態を採っていることから、物質的な財

産の移転や差引き計算のみで財産的損害

の有無を把握することは困難であり、「財

産的処分の自由」こそが、詐欺罪における

財産侵害性を明確に説明できる要素であ

ると考えられる。かような着想から、従来

の議論を再度分析し、再構成することが必

要であると考えるに至った。 

  詐欺罪の成立範囲を限定付けるための
従来の議論は、(1)「欺罔」の要素を明確化
するアプローチ、(2)「財産的損害」で限界
を画するアプローチ、(3)「財産法益」の内
実に立ち入るアプローチ、の 3 つに分けら
れる。本研究は、これらによっても未だ十
分に明確であるとはいえない限定基準を
明確化すべく、(3)のアプローチを発展・展
開させて推し進めたものである。 

   

 

 

２．研究の目的 

 

詐欺罪は、財産犯の中でも特に、「自由
な経済活動と消費者保護・被害者保護との
せめぎあい」の側面が強い。そこで、現在
の解釈論をもう一度見直し、判例の動向を
踏まえて、総合的・全体的な詐欺罪解釈論
の再構成を行なうことが必要である。 

  その際には、ドイツにおける近時の詐欺
罪規定ならびに判例の動向について詳し
く知ることから、有用な示唆が得られると
考えた。ドイツ刑法では、現行刑法典制定
後も、詐欺罪に関連する規定が次々と刑法
典上の条文として新設されている。その背
景には、日本の詐欺罪規定（刑法 246 条）
のような「詐欺罪基本構成要件」だけでは
捕捉しきれない行為態様がドイツにおい
て出現し、その対策を迫られているという
事情がある。 

  これに対し、日本における詐欺罪関連規
定に目を向けてみると、日本では、刑法典
上の詐欺罪に該当しない場合については、
特別刑法上の規定に任せてきたことがわ
かる。特に、悪徳商法をめぐっては、新し

い犯罪形態の出現とそれに対する新法制
定が繰り返されたが、かような対策方法に
限界があることも、既に意識されている。 

  そこで、詐欺罪規定につき、ドイツにお
ける現行規定を取り巻く現状、すなわち、
詐欺罪の基本構成要件と新設された特別
構成要件の解釈論ならびに判例の動向の
分析を手がかりにして、日本におけるこれ
までの学説・判例の対応を分析し直して、
これからの日本の刑法における詐欺罪規
定が採るべき方向性を明らかにすること
を、本研究の目的とした。 

  具体的には、詐欺罪にとって本質的な要
素であると考えられる「欺罔」に注目し、
これと、従来 詐欺罪の保護法益とされて
きている「財産」との関係を再検討するこ
とを通して、「財産」「財産的損害」「欺罔」
概念の内実を明らかにし、詐欺罪の成立範
囲を明確にしていくことを目指した。 

 

 

 

３．研究の方法 

 

  本研究の方法としては、大きく分けて 2

つのアプローチを採用した。 

 

 (1) ドイツにおける詐欺罪関連規定の新
設・改正の内容と経緯についての検討 

 

まずは、ドイツにおける詐欺罪関連規定
につき、現在の規定の適用状況と問題点に
加え、制定の経緯と背景にあった事情を明
らかにすることを試みる。 

  ドイツの現行刑法典の詐欺罪規定は、刑
法典制定当時はシンプルであったが、近年
の度重なる法改正により、現在では、刑法
263 条に詐欺罪の基本構成要件の条文がお
かれ、その後に特別な詐欺規定が置かれる
という、かなり複雑な構造になっている。
具体的には、1976 年の第一次経済犯罪対
策法による改正以降、263 条 a から 265 条
b までに、コンピュータ詐欺、補助金詐欺、
投資詐欺、保険の濫用、給付の不正入手、
信用詐欺が新設されている。これらの規定
は、最近のドイツにおける経済状況を背景
として新たに置かれたものである。 

  ドイツのかような立法の背景にあるの
は、新しいシステムを利用した犯罪や悪徳
商法の場合などに、従来の詐欺罪規定の適
用が困難であるとの事情であり、この点は、
日本とも共通している。日本ではこれまで、
この点につき詐欺罪規定の解釈論によっ
て対応してきている。それゆえ、ドイツで
何が問題とされているのかを知ることは、
日本の詐欺罪の解釈論の発展に資すると
考えた。 



 

 

 

 (2) 日本における詐欺罪解釈論の現状につ
いての分析 

 

次に、(1)で得られたドイツ刑法からの示
唆を手がかりとして、日本における詐欺罪
解釈論の現状を明らかにした。まず、学説
ならびに判例の分析を通して、従来の解釈
論の到達点と残された課題を示すととも
に、残された課題については、どのような
解決の方向性がありうるかを提示するこ
とを目標とした。その際には、ドイツの法
改正の背景にあった社会状況と日本の現
在の社会状況との比較が、今後日本が選択
すべき方向性を考える上で大いに参考と
なった。 

  日本では、詐欺的行為のすべてに必ずし
も詐欺罪規定が適用できるわけではない
と考えられてきたことから、特に悪徳商法
関連の問題においては、新たな形態の詐欺
的行為の登場に対応して新たな特別法の
立法が行なわれる、との対策が繰り返され
た時期があった。また、これに限らずとも、
主として不当表示等について、詐欺罪とそ
の範囲が重なりうる特別法上の規定が存
在している。他方、ドイツでは、新たな詐
欺的行為の登場に対応するために、刑法典
上に新しい条文を加える形での改正を行
なっている。かような対応の違いがいかな
る要素に起因するかという点もまた、興味
深い。両者の比較からは、詐欺罪規定によ
って可能と考えられていること・不可能と
考えられていることについての相違を見
出すことができた。また、この取り組みは、
刑法上の詐欺罪の役割が何であると考え
られているかを明らかにするための参考
にもなった。 

 

 

 

４．研究成果 
 

詐欺的行為に対する刑事規制に関して、
従来の基本的な詐欺罪構成要件のみによ
って新たに出現する犯罪形態に対応する
ことに限界がある、という現状は、日本と
ドイツとで共通している。その一方で、か
ような問題状況への対処のしかたは、両国
で異なっている。 

  ドイツでは、刑法典上の詐欺罪関連規定
を新設・改正することによって新しい形態
の詐欺的行為に対応する、という方向性を
採っている。具体的には、詐欺罪の基本構
成要件である 263 条の後に、コンピュータ
詐欺(263 条 a)、補助金詐欺(264 条)、投資
詐欺(264 条 a)、保険の濫用(265 条)、給付
の不正入手(265 条 a)、信用詐欺(265 条 b)

の各規定を新設している。これらの規定の
うち、例えば 264 条や 264 条 a は抽象的危
険犯として構成されていることや、265 条
は詐欺罪の前段階構成要件として機能す
ることなどが既に指摘されており、これら
は、詐欺罪関連規定における処罰の早期化
傾向を示すものといえる。 

  そして、危険犯として構成された詐欺罪
関連規定は、従来の詐欺罪基本構成要件に
おけるように財産的損害の発生を要求す
るものとは異なっていることから、その保
護法益の理解も、基本構成要件とは異なっ
てくる。つまり、その保護法益が何である
か、という議論においても、従来型の詐欺
罪基本構成要件においては「財産」である、
と解することで概ね一致を見ているのに
対し、特別構成要件においては、よりシス
テム保護的な、場合によっては個人的法益
の枠組を超えて社会的法益に近接すると
思われる要素が入り込んでくることにな
る。このことは、詐欺罪関連規定における
保護法益が何であるか、つまり広い意味で
の「詐欺罪」の本質は何処にあるのか、と
いうこととも関係し、非常に興味深い。 

 かような動きは、一見、日本とはあま 
り関係がないようでもある。しかし、実際
には、日本の現状を理解する上で非常に示
唆的である。 

 日本の刑法では、これまで、新たな犯罪
状況が出現した際、刑法典上の条文を新
設・改正するのではなく解釈論によって対
処する傾向があり、他方で、特別刑法上の
規定の新設も行なってきた。また、日本の
詐欺罪（246 条）は条文上「財産的損害」
の発生を要求していない。それゆえ、学説
上は実質的な財産的損害を重視する見解
が有力である一方で、判例は、どちらかと
いえば損害を形式的に捉えているように
も受け取れる。つまり、日本の詐欺罪基本
構成要件の「財産」との結びつきは、ドイ
ツにおけるそれよりも、相対的に見て緩や
かであると考えられる。 

  これらの現状を鑑みると、日本において
も、詐欺罪の保護法益は何か、という問い
への答えは、現在の詐欺罪規定を前提とし
たとしても、単純ではないといえる。詐欺
罪規定に、財産犯として規定されていると
いう制約の下でどこまでの役割を果たす
ことを求めるのか、あるいはその制約を超
えて果たすべき役割があるとするならば
それはいかなるものかについては、さらに
検討が必要である。詐欺罪の機能にシステ
ム保護的な側面を要求するならば、それは、
個人的法益に対する罪としての現在の理
解を変容させうる。刑法上の詐欺罪規定と
特別刑法上の諸規定との役割分担や住み
分けについても考慮に入れつつ、詐欺罪の



 

 

保護法益についてさらに考察を加え、詐欺
罪の成立範囲をより明確に限定していく
ことを、今後の課題としたい。 
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